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　■　提案・報告の主な内容(概要)

11月22日の産業経済委員会に報告する内容について、概要版資料に基づき説明

〇１ 基本的方針、２ 位置及び区域
・骨子で報告したとおり

〇３ 目標
・目標、目標指標は、骨子で報告したとおり
・目標値は、平成30年度を基準値として、計画事業による事業効果を積算し設定

〇４～８ 各事業
・目標ごとに計画に位置付ける事業を整理し、計画事業は全部で50事業
・主要な事業は、西３・９周辺地区第一種市街地再開発事業、西３・10東地区優良建築物等整備事業、起業家がつながる拠点づ
くり事業（拠点を活用したソフト事業の展開も含む）など
・計画事業の展開により、既存の都市機能の有効活用、更なる都市機能の更新を進め、魅力とにぎわいにあふれるまちを目指
す

〇９～12 推進体制など
・各年度で、指標の達成状況などのフォローアップを行い、必要に応じて計画の見直しを行いながら、施策を展開

〇今後のスケジュール
・中心市街地活性化協議会での議論やパブリックコメント等を経て、令和２年１月の産業経済委員会に案を報告予定

令和元年度内の次期計画策定を目指し取り組んでいく。

　・令和元年11月22日　産業経済委員会へ原案報告
　・令和元年11月25日～同年12月24日　パブリックコメント実施
　・令和２年１月　産業経済委員会へ案報告
　・令和２年１月　国への認定申請
　※この間、国との協議のほか、中心市街地活性化協議会にて報告・審議を行う。

　・同内容で、11月22日の産業経済委員会へ報告することで了承された。

　・特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

令和元年度　第10回全体庁議（11月11日開催）

（13）第３期帯広市中心市街地活性化基本計画（原案）について
　　　［商工観光部］

審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　平成25年３月に、平成25年度から平成29年度までを計画期間とする「第2期帯広市中心市街地活性化基本計画」を策定し、国
の認定を受け、平成30年３月に、市の独自計画として計画期間を２年間延長し、中心市街地活性化に向けた取組を進めてきた。
　現計画が令和元年度までの計画期間であることから、令和２年度以降の次期計画の策定に向けて、令和元年９月２日の産業
経済委員会に報告した骨子を踏まえ、原案としてまとめたので、同内容を令和元年11月22日の産業経済委員会に報告するも
の。


